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人事労務担当者の疑問に答える

改正労働基準法

労働基準法が改正されて実務はどう変わったの
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改正労働基準法の
概要解説から
全体像を把握できる！

労働基準法の改正で
人事労務担当者が
疑問に思うポイントを
Q&Aにして
テーマごとに設定。
法改正の実務への影響や
必要となる対応を
Q＆A形式で
わかりやすく解説！

平成30年11月14日までに
公表された政省令・指針・
通達案の内容を反映！
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平成30年

Q＆Aと就業規則例・労使協定例で
平成30年改正労働基準法の疑問をすべて解決

法改正により必要となる
就業規則の変更例や
労使協定例を掲載。
どのような規定例に
すればよいのかが
具体的にわかる！
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取取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
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第１節　中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
テーマ1　就業規則の規定例
第２節　罰則付き時間外労働の上限規制
　　　　～著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設～
テーマ1　就業規則の規定例
テーマ2　労使協定例
テーマ3　協定届の記載例
第３節　一定日数の年次有給休暇の確実な取得（５日の年次有給休暇の時季指定義務）
テーマ1　就業規則の規定例
テーマ2　労使協定例
第４節　フレックスタイム制の見直し
テーマ1　就業規則の規定例
テーマ2　労使協定例
テーマ3　協定届の記載例
第５節　特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
テーマ1　就業規則の規定例
テーマ2　労使委員会決議例
第６節　労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（勤務間インターバル制度）
テーマ1　就業規則の規定例

第１章

第２章

第３章

平成30年改正労働基準法の概要

Q&A～人事労務部の疑問と回答～

規定例と協定例

第１節　中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し
テーマ1　猶予措置の終了日
第２節　罰則付き時間外労働の上限規制
　　　　～著しい長時間労働に対する助言指導を強化するための規定の新設～
テーマ1　長時間労働の是正のため罰則付き時間外労働の上限規制の導入
テーマ2　罰則付き時間外労働の上限規制は、平成31年（2019年）４月１日から施行
テーマ3　長時間労働の是正のため罰則付き時間外労働の上限規制の導入に際し、
　　　　 会社が準備すべき事項
テーマ4　健康配慮義務の履行
第３節　一定日数の年次有給休暇の確実な取得（５日の年次有給休暇の時季指定義務）
テーマ1　年５日の年次有給休暇時季指定の義務化
テーマ2　施行日と経過措置について
テーマ3　年次有給休暇管理簿
テーマ4　半日単位の年次有給休暇を取得した場合の取扱い
テーマ5　在籍出向した場合
第４節　フレックスタイム制の見直し
テーマ1　清算期間の上限の延長
テーマ2　清算期間を１か月超とした場合の取扱い
テーマ3　完全週休２日制の場合の取扱い
第５節　特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
テーマ1　高度プロフェッショナル制度とは
テーマ2　高度プロフェッショナル制度の対象業務・対象労働者
テーマ3　高度プロフェッショナル制度における健康確保措置とは
テーマ4　労働基準監督署への届出・報告義務
テーマ5　高度プロフェッショナル制度導入の採否と事前準備
第６節　労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（勤務間インターバル制度）
テーマ1　「労働時間等の設定」に新たに追加された事項
テーマ2　勤務間インターバル制度
テーマ3　他の事業主との取引上必要な配慮
テーマ4　労働時間等設定改善企業委員会
第７節　罰則
テーマ1　時間外労働上限規制に関する罰則
テーマ2　フレックスタイム制に関する罰則
テーマ3　年次有給休暇の付与義務に関する罰則

改正労働基準法の概要と実務的留意点
Ⅰ　長時間労働の是正
Ⅱ　中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予措置の廃止と施行時期
Ⅲ　年次有給休暇の取得促進―５日の年次有給休暇の時季指定義務等
Ⅳ　フレックスタイム制の見直し
Ⅴ　特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設
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